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研究成果の概要（和文）：「情報的正義」とは、判断結果の正しさや判断手続の正しさといった従来考えられてきた、
判断過程、意思決定過程の価値的評価に対して、判断者、意思決定者に対してどのような情報がどれだけ与えられたか
に着目する新しい概念である。
本研究プロジェクトでは、この「情報的正義」概念の有用性について、法律学のみならずさまざまな学問分野で応用利
用可能であることを確認することができたばかりでなく、社会的政治的意思決定過程において非常に有益な観念となり
うることが確認された。

研究成果の概要（英文）：Concept of "Informational Justice" provides us a view how much and what kind of in
formation the decision maker(s) sould be given in their decision making process.  It is totally different 
from traditional value of procedural justice and substantive justice.  In this research project, we proved
 this new concept must be useful not only in the many disciplines but in many aspects of social and politi
cal decision making process.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
 司法過程、とりわけ刑事裁判における判断
過程において、判断者に与えられる「情報」
のインプットの量的、質的、時点的、方法的
な差違がどのような変化を生じさせるかを
実証することと、そうした情報のインプット
の在り方についての適正さを観念させるた
めの概念として「情報的正義」という考え方
が有用でないか、という発想から本研究プロ
ジェクトがスタートした。 
 その背景には以下のような社会的事情が
存在した。すなわち、第１に、国民が刑事裁
判に参加して、有罪無罪の判断と量刑の判断
をおこなう制度、裁判員制度が２００９年に
スタートしたこと、第２に、誤判やえん罪が
明らかになっていくにつれ、その一因が無理
な取調べや検察警察の証拠隠しにあると考
えられるようになっており、社会的な要請と
して取調べの可視化（録音録画）や幅広い証
拠開示が必要だということが理解されてき
たことである。 
 第１の問題とのかかわりでは、国民が裁判
員として判断をおこなう際に、どのような情
報（証拠や証言）が、どのようなかたちで（ビ
ジュアル、口頭、文字）、どのくらいの量、
与えられるべきか、あるいは与えられてはな
らないのか、という議論が法律家のあいだで
巻き起こった。 
 第２の問題とのかかわりでは、すべてを録
音録画すればよいというのではなく、心理学
の先行研究によれば、映像には見る者に一定
のバイアスを与えてしまう効果があり、単な
る撮影すべきか否かという問題ではなく、ど
のように記録し、見せるべきか、という問題
が重要であることが明らかになっていた。ま
た、証拠開示については先進国でも同様の問
題を抱え、公平な裁判を確保する見地から広
く検察側手持ち証拠の開示と被告人からの
アクセスが保障されていることがわかった。 
 
２．研究の目的 
 
 われわれの研究の目的は、第１に具体的課
題として、上記のような問題意識・問題把握
の上に立って具体的に法律学と人間科学（心
理学、社会学、言語学）の知見を応用して一
定のソリューション（解決策）を提案しよう
というものであった。第２に、理論的課題と
して、具体的解決策を提案するに当たって、
どの程度の量の情報が与えられるべきであ
るとか、どの時点で与えられるべきであると
いった、「情報」の付与や「情報」へのアク
セスの適正さを示すメタ概念として「情報的
正義」という観念の有用性を明らかにしよう
とするものであった。 
 
３．研究の方法 
 
 研究グループは４つ形成され、それぞれが

上記の具体的課題と理論的課題に貢献する
よう研究チームと研究プロセスがデザイン
された。 
 第１グループは、「公判前報道と裁判への
影響」チームである。 
 第２グループは、「取調べ録画とカメラバ
イアス」チームである。 
 第３グループは、「公判廷プレゼンテーシ
ョンと裁判員の認知・理解」チームである。 
 第４グループは、「情報要因と量刑判断」
チームである。 
 第１グループの研究は、模擬裁判などの実
験を通して、犯罪報道（情報）が裁判員の判
断に与える影響を実証的に評価・分析し、公
判前報道の在り方にどのような法的・自主的
規制がおこなわれるべきかを検討しようと
するものであった。 
 第２グループの研究は、わが国の警察・検
察において用いられている「大小２画面同時
撮影方式」とまったく同様の撮影システムを
構築し、それを用いて模擬取調べを撮影、そ
の映像（情報）を観た被験者において被疑者
の自白の任意性や信用性判断にどのような
差違が生まれるかを検証すると共に、バイア
スの生じにくい撮影方法を具体的に提案し
ようとするものであった。 
 第３グループの研究は、カチナ・キューブ
と呼ばれる三次元情報提示ツール（ソフトウ
ェア）を開発し、その三次元空間上に供述調
書のデータをマッピングさせ、公判廷におい
て裁判員がどのようなかたちで調書（情報）
にアクセスすることが事実関係の理解を促
進することができるかを検証し、個別事件に
実装可能であることを検証しようとした。 
 第４グループは、量刑資料や証拠（情報）
を調整することがどのように結果（刑の重
さ）に影響するのか、客観要素（事実面）と
主観要素（責任面）に分けて考察しようとし
た。 
 グループ全体としては、「情報的正義」概
念がそれぞれのチームの研究テーマにおい
てメタ指標として有益有用であったかを検
証すると共に、より普遍的に「情報的正義」
概念を汎用性あるものとして利活用するた
めの概念構築や説明理論を模索した。 
 
４．研究成果 
 
 「情報的正義」概念の理論的研究として、
刑事手続の世界において、「証拠」、「供述」、
「鑑定」、「刺激」、「示唆」、「記憶」といった
要素を「情報」と位置づけることができるこ
とを明らかにすることができた。そして、こ
うした「情報」を総体として適切に刑事司法
のさまざまな判断過程にインプットするこ
とを「情報的正義」と呼ぶことができること
を確認した。 
 更に、この観念を様々な局面で応用可能で
あることが具体的に明らかにされた。たとえ
ば、刑事裁判において検察側が被告人側に有



利な証拠や情報を開示しないことは「情報的
正義」に悖ると表現することができる。この
ことは、法学・法実務だけでなく、様々な社
会生活や政治過程、権力関係の場において応
用可能であることも明らかになった。 
 すなわち、「隠された情報」ばかりでなく、
「独占された情報」、「理解できない情報」、
「伝えられない情報」、「変えられた情報」、
「消された情報」、「見逃された情報」、「過剰
で過多の情報」、「時期に遅れた情報」などは、
すべて「情報的正義」に悖ると捉えることが
できることが明らかになった。 
 こうして、われわれ研究チームは、わが国
の社会科学において初めて「情報をめぐる多
様な状況において適切な情報収集と伝達プ
ロセスを評価するメタ指標となる観念」を生
み出すことに成功したのである。 
 この観念は、研究者や専門家にとってばか
りでなく、国民にとっても意思決定過程や判
断過程の適切さを評価する際に有用有益な
観念である。なぜなら、従来は「アクセス権」
「情報公開」「透明性」といった多くの概念
で表現されてきた判断過程や意思決定過程
における情報のインプット・処理・アウトプ
ットの流れを統一的に評価することができ
るからである。 
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